
第

五

百

八

十

二

号

令

和

七

年

四

月

十

八

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
課)

一
六
五
ペ
ー
ジ

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

の
指
定

(

同

)

一
六
六

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

一
六
六

○
指
定
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更
の
届
出

(

同

)

一
六
七

○
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

一
六
七

○
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
所
在
地
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)

一
六
七

○
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
の
指

定

(
同

)

一
六
八

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
担
当
機
関
の
指
定

(

同

)

一
六
八

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

一
六
八

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)
一
六
九

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

出
納
管
理
課)

一
六
九

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

希
望
が
丘
こ
ど
も
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー)

一
六
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

岐
阜
農
林
事
務
所)

一
七
〇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

一
七
一

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

ハ
ロ
ー
薬
局

大
垣
中
央

店

大
垣
市
宮
町
一
―
一
一

宮
町
ビ
ル
一

階

令
和

七
・

二
・

一

ハ
ロ
ー
薬
局

大
垣
駅
前

店

大
垣
市
宮
町
一
―
一
ス
イ
ト
テ
ラ
ス
二

階

同

ハ
ロ
ー
薬
局

い
な
ば
店

各
務
原
市
小
佐
野
町
六
丁
目
八
四
―
三

同

ハ
ロ
ー
薬
局

白
川
店

加
茂
郡
白
川
町
坂
ノ
東
字
御
堂
前
五
七

七
九
―
一

同

ハ
ロ
ー
薬
局

海
津
店

海
津
市
海
津
町
馬
目
六
一
―
一

同

ハ
ロ
ー
薬
局

福
岡
中
店

中
津
川
市
福
岡
九
四
三
―
三
六

エ
ス

ポ
ワ
ー
ル
一
〇
一

同
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
四
月
十
八
日



ハ
ロ
ー
薬
局

田
瀬
店

中
津
川
市
田
瀬
九
七
二
―
一

同

ハ
ロ
ー
薬
局

加
子
母
店

中
津
川
市
加
子
母
五
〇
六
一
―
一
〇

同

く

り

の

木

薬

局

中
津
川
市
苗
木
三
七
二
〇
―
一
コ
ー
ポ

ガ
ー
デ
ン
一
Ｆ

同

柏

友

堂

薬

局

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
二
〇
―
一

同

し
ょ
う
な
ん
調
剤
薬
局

笠
松
店

羽
島
郡
笠
松
町
門
間
字
村
浦
八
四
八
番

地

同

ま
み
や
調
剤
薬
局
各
務
原

店

各
務
原
市
各
務
山
の
前
町
四
―
二
八
二

―
一

令
和

七
・

三
・

一

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留

邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ラ
イ
フ

・
サ
ポ
ー
ト

大
垣
市
禾
森
町
五
丁

目
八
番
地

ロ
ー
タ
ス
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

大
垣
市
禾
森
町
五
丁

目
八
番
地

令
和�･�･�

合
同
会
社
Ｓ.

Ｋ

.

カ
ン
パ
ニ
ー

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴

一
一
三
三
―
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

な
な
い

ろ

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴

一
一
二
九
番
地

同

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
七
年
四
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

小
木
曽
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

瑞
浪
市
土
岐
町
一
一
二
三

令
和

七
・

一
・
一
二

株
式
会
社�
屋
永
田
薬
局

下
呂
市
金
山
町
下
原
町
三
三
五
―
四

令
和

六
・
一
二
・
二
五

ハ
ロ
ー
薬
局

大
垣
駅
前

店

大
垣
市
宮
町
一
丁
目
一
番
地
ス
イ
ト
テ

ラ
ス
二
階

令
和

七
・

一
・
三
一

ハ
ロ
ー
薬
局

大
垣
中
央

店

大
垣
市
宮
町
一
丁
目
一
一
番
地
宮
前
ビ

ル
一
階

同

ハ
ロ
ー
薬
局

い
な
ば
店

各
務
原
市
小
佐
野
町
六
―
八
四
―
三

同

ハ
ロ
ー
薬
局

白
川
店

加
茂
郡
白
川
町
坂
ノ
東
字
御
堂
前
五
七

七
九
―
一

同

ハ
ロ
ー
薬
局

海
津
店

海
津
市
海
津
町
馬
目
六
一
―
一

同

ハ
ロ
ー
薬
局

福
岡
中
店

中
津
川
市
福
岡
九
四
三
―
三
六
エ
ス
ポ

ワ
ー
ル
一
〇
一

同

ハ
ロ
ー
薬
局

加
子
母
店

中
津
川
市
加
子
母
五
〇
六
一
―
一
〇

同

ハ
ロ
ー
薬
局

田
瀬
店

中
津
川
市
田
瀬
向
田
瀬
九
七
二
―
一

同

く

り

の

木

薬

局

中
津
川
市
苗
木
字
那
木
三
七
二
〇
―
一

コ
ー
ポ
ガ
ー
デ
ン
一
階

同
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柏

友

堂

薬

局

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
二
〇
番
地
一

同

し
ょ
う
な
ん
調
剤
薬
局

笠
松
店

羽
島
郡
笠
松
町
門
間
字
村
浦
八
四
八
番

地

同

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
そ
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰

国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

変

更

年

月

日

こ
や
ま
か
わ
せ
み
ク
リ
ニ

ッ
ク

新

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
清
流
二
丁
目

六
三
番
地

旧

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
字
林
浦
道
北

一
五
六
一
―
一

令
和

六
・

二
・
二
六

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業

を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人
和

敬
会
倶
楽
部

中
津
川
市
苗
木
四
〇

〇
二
番
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ふ
く
ろ
う

の
杜

中
津
川
市
苗
木
四
〇

〇
二
番
地

令
和�･�･��

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
か
ら
そ
の
所
在
地
を
変
更
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
七
年
四
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

変

更

年
月
日

有
限
会
社
ケ
ア
ラ

イ
フ
ジ
ャ
パ
ン

各
務
原
市
お
が
せ
町

八
丁
目
五
四
番
地

ｃ
ａ
ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｆ

ｅ
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

新

各
務
原
市
蘇
原

村
雨
町
四
丁
目

三
一
番
地
一

旧

各
務
原
市
蘇
原

東
島
町
三
丁
目

六
四
番
地
二

令
和�･��･�
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岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
等
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人

等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条

の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

氏

名

施
術
所
等
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地
又
は
施
術
者
の
住
所

指

定

年
月
日

桐

山

広

大

た
る
い
接
骨
院

不
破
郡
垂
井
町
一
八
〇
七
―
五

令
和�･�･��

十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
四
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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県
道

道
路
の
種
類

岐

阜

南

濃
線

路
線
名

海
津
市
海
津
町
稲
山
字
二
の

割
揖
斐
川
左
岸
堤
防
敷
地
先

(

六
五
七
番
二)

か
ら

同

市
同

町
安
田
字
村
北

揖
斐
川
左
岸
堤
防
敷
地
先

(
一
一
番)

ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)�、���･� �、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

県
道
安

八
海
津

線
と
重

用 備

考

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

指

定

年

月

日

株
式
会
社
キ
ャ
リ
ー
オ
ン

郡
上
市
大
和
町
剣
一
〇
二

九
―
一

訪
問
看
護

訪
問
看
護
キ
ャ
リ
ー
オ
ン

郡
上
市
大
和
町
剣
二
四
〇

―
二

令
和

七
・

一
・

一

同

同

介
護
予
防

訪
問
看
護

同

同

同



岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
四
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
予
定
数
量

用
紙
類
８
品
目
(１
品
目
ご
と
の
単
価
契
約
)

212,380

締

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
２
月
14日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
７
年
３
月
25日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
柳
津
町
高
桑
西
一
丁
目
29番
地

オ
ゼ
キ
紙
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役
尾
関
好
一

６
落
札
金
額
89,962,950円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
出
納
事
務
局
出
納
管
理
課
用
度
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
調
達
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
立
希
望
が
丘
こ
ど
も
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
医
療
情
報
シ
ス

テ
ム
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
・
保
守
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
２
月
14日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
７
年
３
月
28日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
大
垣
市
小
野
四
丁
目
35番
地
の
12

タ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役�

橋
繁
樹

６
落
札
金
額
216,700,000円

７
契
約
に
関
す
る
業
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
立
希
望
が
丘
こ
ど
も
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー

�
所
在
地
岐
阜
市
則
武
1816―

１
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県
道

道
路
の
種
類

岐

阜

南

濃
線

路
線
名

海
津
市
海
津
町
稲
山
字
二
の
割
揖

斐
川
左
岸
堤
防
敷
地
先(

六
五
七

番
二)

か
ら

同

市
同

町
安
田
字
村
北
揖
斐

川
左
岸
堤
防
敷
地
先(

一
一
番)

ま
で 区

間�、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

令
和�･�･��令和�･�･��県道安八海津線と重用 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)



○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

岐
阜
市
城

田
寺
土
地

改
良
区

令
和�･�･��
理
事

河

田

敏

光

岐
阜
市
城
田
寺

一
一
九
番
地
一

同

河

田

光

秀

同

城
田
寺

五
二
番
地
一

同

河

田

均

同

城
田
寺

七
五

同

棚

橋

正

文

同

城
田
寺

一
二
五

同

棚

橋

一

雄

同

城
田
寺

二
五
五
番
地
二

同

土

田

龍

雄

同

城
田
寺

五
八
四

同

坂

野

繁

利

同

城
田
寺

五
九
七

同

小

牧

壽

同

城
田
寺

一
一
〇
八

同

市

橋

和

行

同

城
田
寺

九
六
〇

同

土

田

勝

彦

同

城
田
寺

六
一
四
番
地
一
四

監
事

脇

原

勝

美

同

上
城
田
寺
中

三
〇

同

土

田

宏

同

城
田
寺

二
二
三

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

岐
阜
市
城

田
寺
土
地

改
良
区

令
和�･�･�
理
事

河

田

均

岐
阜
市
城
田
寺

七
五

同

河

田

光

秀

同

城
田
寺

五
二
番
地
一

同

棚

橋

信

幸

同

城
田
寺
言

一
一
七
番
地
一

同

棚

橋

清

行

同

上
城
田
寺
西

一
二
〇

同

棚

橋

渉

同

城
田
寺

二
四
四

同

棚

橋

正

文

同

城
田
寺

一
二
五

同

脇

原

勝

美

同

上
城
田
寺
中

三
〇

同

坂

野

繁

利

同

城
田
寺

五
九
七

同

小

牧

壽

同

城
田
寺

一
一
〇
八

同

土

田

勝

彦

同

城
田
寺

六
一
四
番
地
一
四

監
事

脇

原

明

久

同

城
田
寺

五
八
五
番
地
二

同

林

貴

康

同

城
田
寺
言

一
一
四
〇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

真
桑
井
水

土
地
改
良

区

令
和�･�･��
理
事

馬

渕

美

幸

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野
一
八
八
三
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

真
桑
井
水

土
地
改
良

区

令
和�･�･�
理
事

馬

渕

義

之

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野
一
八
七
二
番
地
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○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

菱
野
川
土

地
改
良
区

令
和�･�･��
理
事

岩

田

政

男

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野
一
八
八
三
番
地
一

監
事

堀

文

行

安
八
郡
安
八
町
西
結

四
七
八
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

菱
野
川
土

地
改
良
区

令
和�･�･�
理
事

小

川

弘

和

瑞
穂
市
宝
江

四
六
四
番
地

監
事

堀

実

安
八
郡
安
八
町
西
結

四
七
八
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

不
破
郡
北

部
土
地
改

良
区

令
和�･�･��
理
事

藤

井

昭

博

大
垣
市
青
野
町

一
〇
七
番
地
二

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

不
破
郡
北

部
土
地
改

良
区

令
和�･�･�
理
事

松

野

博

大
垣
市
青
野
町

一
〇
六
番
地

監
事

山

口

利

治

同

青
野
町

五
五
六
番
地
一
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